
要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

認知症ケア加算

併算定は不可

要介護４･５

常時頻回の喀痰吸引、人工呼吸器使用、

中心静脈注射実施、ストーマ処置、褥瘡処置　等

介護老人保健施設めぐみ　　ご案内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【１割負担の方】　　令和８年４月１日

短期入所療養介護費【介護老人保健施設短期入所療養介護費】

在宅強化型
在宅強化型

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ）５１円/日
算定込み

従来型個室 多床室 従来型個室 多床室

８１９円／日 ９０２円／日 ８７０円／日 ９５３円／日

８９３円／日 ９７９円／日 ９４４円／日 １，０３０円／日

９５８円／日 １，０４４円／日 １，００９円／日 １，０９５円／日

１，０１７円／日 １，１０２円／日 １，０６８円／日 １，１５３円／日

１，０７４円／日 １，１６１円／日 １，１２５円／日 １，２１２円／日

その他サービス費

項目 円（単位） 備考

夜勤職員配置加算 　２４円／日 看護・介護２０:１

個別リハビリテーション実施加算 ２４０円／日
医師、リハ職等で共同して個別リハ計画作成、

医師の指示を受けた理学療法士等により実施

　７６円／日 認知棟入所者に限る

緊急短期入所受入加算 　９０円／日

利用開始日から１４日間限度

認知症行動・心理症状緊急対応加算との

重度療養管理加算 １２０円／日

送迎加算 １８４円／片道

口腔連携強化加算 　５０円／回
口腔内の健康状態の評価、歯科医療機関・介護
支援専門員に情報提供



管理栄養士によって管理、　1日3回限度

同一入所者1月１回、連続３日限度・緊急的な

治療管理として投薬、検査、注射、処置等

介護福祉士８０％以上配置もしくは

勤続１０年以上の介護福祉士３５％以上配置

所定単位の７５／１０００を算定　

食費（朝） 前日の18時までにｷｬﾝｾﾙ出来ない場合算定

食費（昼） 利用日10時までにｷｬﾝｾﾙ出来ない場合算定

食費（夕） 利用日16時までにｷｬﾝｾﾙ出来ない場合算定

理美容（カット）

理美容（顔そり）

理美容（鼻下剃りのみ）

インフルエンザ代（６５歳以上） 市町村の補助金により変更あり

インフルエンザ代（６５歳未満） 毎年変わる場合あり

療養食加算 　　８円／食

緊急時治療管理 ５１８円／日

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １００円／月 見守り機器等のﾃｸﾉﾛｼﾞｰを導入・介護助手による役割分担

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 　１０円／月 委員会開催等で利用者の安全と介護ｻｰﾋﾞｽ質の向上への取り組み

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 　２２円／日

その他実費にてご負担いただく費用

項目 円 備考

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

実費

日用生活雑費 ３０円／日 使い捨て歯ブラシ

６４０円／日 別紙参照

月曜日の理美容業者（カット）のみ２，０００円

７００円／食

８００円／食

１，８００円／回

　　５００円／回

　　１００円／回

実費

居住費

６６０円／食
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